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１ 趣旨 

令和２年６月に事業契約を締結した「福岡市拠点文化施設整備及び須崎公園再整備事業」について、

今回、経済観光文化局より「契約の一部変更」並びに「指定管理者の指定の一部変更」議案を提出してい

ることから、報告するもの。 

２ 事業概要 

（1）事業内容 

須崎公園は、昭和 26 年に開園し、昭和 38 年開館の市民会館と共に、多くの市民に親しまれてきた

が、須崎公園、市民会館ともに供用開始より 50 年以上が経過し、施設の老朽化などが進んでいること

から、当該エリアを、天神エリアとウォーターフロントエリアを結ぶ新たな回遊拠点として、須崎公園

と拠点文化施設を一体的に整備・活用することで、両施設の魅力が互いに重なり合った、緑あふれる文

化芸術空間の創出に取り組むもの。 

（2）これまでの経緯 

平成 24年 3月 福岡市拠点文化施設 基本構想策定 

平成 28年 3月 福岡市拠点文化施設 基本計画（案）市民意見募集 

平成 28年 6月 福岡市拠点文化施設 基本計画策定 

  9月 須崎公園の再整備について（報告） 

平成 29年 12月 拠点文化施設の整備について（報告）、須崎公園の再整備について（報告） 

平成 30年 12月 実施方針の策定等について(報告) 

平成 31年 4月 入札公告 

令和 2年  1月 落札者の決定 

3月 事業者選定結果等（報告）、都市計画変更案付議（報告） 

6月 事業契約の締結（議案）、指定管理者の指定（議案）、都市計画変更 

（3）当初契約概要 

①事業契約相手方及び指定管理者に指定する者

株式会社福岡カルチャーベース

※ 福岡市拠点文化施設整備及び須崎公園再整備事業実施のための特別目的会社(SPC)

②契約価額

22,876,209,168 円

（需要、物価又は金利の変動等により変更した令和 4 年 10 月 11 日現在の契約価額は、23,864,897,504 円）

③事業期間

令和２年６月 23日～ 令和 21 年３月 31 日まで

④業務内容

設計業務、建設業務、工事監理業務、開業準備業務、維持管理業務、運営業務

住宅都市局 ４ .福岡市拠点文化施設整備及び須崎公園再整備事業について 
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３ 議案について（経済振興委員会審議議案） 

（1）「事業契約の一部変更」 

本事業において、地球温暖化対策の強化を図り、及び新型コロナウイルス感染症対策を講じるため

要求水準を変更したこと等に伴い、当該事業に係る契約の契約価額及び履行期間を変更する必要が生

じたので、議会の議決を求めるもの。 

 

 ①契約価額について 

変更前 変更後 増減額 

23,864,897,504 円 

※需要、物価又は金利の変動等により 

令和 4年 10月 11日現在の契約価額 

25,207,599,351 円 1,342,701,847 円 

【要求水準変更に係る内容】 

1 地球温暖化対策 

・省エネ対策（ZEB Ready（一次消費エネルギー50％削減）の評価書の取得） 

・再生可能エネルギーの利用促進（太陽光発電設備の導入） 

・脱ガソリン車への切換えに向けた EV 充電設備の設置 

・木材の利用促進（大ホールやエントランスホールの内装木質化） 

2 新型コロナウイルス感染症対策 

・エレベーターボタンの非接触化、座席の抗菌加工など 

 

②履行期間について 

  変更前 変更後 

供用開始日 

拠点文化施設及び 

須崎公園（1期） 
令和 6年 3月 令和 7年 3月 

須崎公園（2期） 令和 8年 3月まで 令和 9年 3月まで 

維持管理・

運営期間 

拠点文化施設及び 

須崎公園（1期） 

供用開始日から 

令和 21年 3月 31日 

供用開始日から 

令和 22年 3月 31日 

須崎公園（2期） 
供用開始日から 

令和 21年 3月 31日 

供用開始日から 

令和 22年 3月 31日 

 

（2）「指定管理者の指定の一部変更」 

拠点文化施設並びに須崎公園の指定管理期間を、令和 22 年 3 月 31 日まで延長する必要が生じたた

め、議会の議決を求めるもの。 
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● 議案第 16号 

 

福岡市拠点文化施設等に係る指定管理者の指定の一部変更について 

 

議案番号 第16号 

名 称 福岡市拠点文化施設等に係る指定管理者の指定の一部変更について 

理 由 

福岡市拠点文化施設整備及び須崎公園再整備事業に係る契約の一部変更に

伴い、福岡市拠点文化施設及び須崎公園の指定管理者の指定に係る期間を変

更する必要が生じたので、議会の議決を求めるもの。 

内 容 

指定管理者の指定に係る期間について、 

「令和４年４月１日から令和21年３月31日まで」を 

「令和４年４月１日から令和22年３月31日まで」に変更する。 

 

 

 

【参考】元議決の内容（令和２年議案第135号） 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

福岡市拠点文化施設及び須崎公園 

 

２ 指定管理者に指定する者 

福岡市博多区博多駅東二丁目１番23号５階日本管財株式会社内 

株式会社 福岡カルチャーベース 

 

３ 指定する期間 

令和４年４月１日から令和21年３月31日まで 
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● 議案第 18号 

 

福岡市拠点文化施設整備及び須崎公園再整備事業に係る契約の一部変更について 

 

議案番号 第 18号 

契約件名 福岡市拠点文化施設整備及び須崎公園再整備事業 

理 由 

福岡市拠点文化施設整備及び須崎公園再整備事業において、地球温暖化

対策の強化を図り、及び新型コロナウイルス感染症対策を講じるため要求

水準を変更したこと等に伴い、当該事業に係る契約の契約価額及び履行期

間を変更する必要が生じたので、議会の議決を求めるもの。 

原契約日 令和２年６月 23日 

契約の相手方 

福岡市博多区博多駅東二丁目１番 23号５階 

日本管財株式会社内 

株式会社 福岡カルチャーベース 

事業内容 
福岡市拠点文化施設及び須崎公園の設計、建設及び工事監理、開業準備

並びに維持管理及び運営に関する業務 

契約変更価額 

○変更後  25,207,599,351円。ただし、需要、物価又は金利の変動等

により増減が生じることがある。 

 

○元議決  22,876,209,168円。ただし、需要、物価又は金利の変動等

により増減が生じることがある。 

 

（参考）需要、物価又は金利の変動等により変更した 

令和４年 10月 11日現在の契約価額は、23,864,897,504円である。  

履行場所 

（事業用地） 
福岡市中央区天神五丁目６番から９番まで 

変更履行期間 

（事業期間） 

○変更後  令和２年６月 23日から令和 22年３月 31日まで 

 

○元議決  令和２年６月 23日から令和 21年３月 31日まで 
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 福岡市拠点文化施設整備及び須崎公園再整備事業に係る契約の一部変更について 

１ 事業契約の変更理由 

地球温暖化対策の強化、新型コロナウイルス感染症対策の実施による要求水準の変更等に伴

い、本事業に係る履行期間やサービス対価を変更する必要が生じたもの。 

  ※サービス対価・・・契約履行の対価として、市が事業者に支払う施設整備費や維持管理・運営費

等の総称 

 

２ 要求水準変更に係る内容 

(1) 地球温暖化対策 

・省エネ対策（ZEB Ready（一次消費エネルギー50％削減）の評価書の取得） 

・再生可能エネルギーの利用促進（太陽光発電設備の導入） 

・脱ガソリン車への切換えに向けた EV充電設備の設置 

・木材利用の促進（大ホールやエントランスホールの内装木質化） 

(2) 新型コロナウイルス感染症対策 

・エレベーターボタンの非接触化、座席の抗菌加工など 

 

３ 工期等変更内容   

  変更前 変更後 

設計・建設期間 

拠点文化施設及び 

須崎公園（１期） 

契約締結日から 

令和６年１月 

契約締結日から 

令和７年３月まで 

須崎公園（２期） 
契約締結日から 

令和８年３月まで 

契約締結日から 

令和９年３月まで 

開業準備期間 － 
令和４年４月１日から 

令和６年３月 

令和４年４月１日から 

令和７年３月 

供用開始日 

拠点文化施設及び 

須崎公園（１期） 
令和６年３月 令和７年３月 

須崎公園（２期） 令和８年３月まで 令和９年３月まで 

 維持管理・ 

運営期間 

拠点文化施設及び 

須崎公園（１期） 

供用開始日から 

令和 21 年３月 31 日 

供用開始日から 

令和 22 年３月 31 日 

須崎公園（２期） 
供用開始日から 

令和 21 年３月 31 日 

供用開始日から 

令和 22 年３月 31 日 
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４ サービス対価増減額 

(1) 増減額 

1,342,701,847円（税込）の増加 

(2) 内訳 

  ①施設整備の対価の増加                           1,462,400,605円  

地球温暖化対策に伴う増加                 1,384,742,213円 

新型コロナウイルス感染症対策に伴う増加            77,658,392円 

  ②維持管理・運営の対価の増加 

地球温暖化対策に伴う増加                   17,241,143円 

  ③光熱水費の対価の減少 

地球温暖化対策に伴う減少                 ▲136,939,901円 

 

（税込） 

 変更前 増減額 変更後 

施設整備の対価 

（サービス対価 A） 
19,556,395,174 円 1,462,400,605 円 21,018,795,779 円 

開業準備の対価 

（サービス対価 B） 
157,715,800 円 0 円 157,715,800 円 

維持管理・運営の対価 

（サービス対価 C） 
2,647,966,530 円 17,241,143 円 2,665,207,673 円 

光熱水費の対価 

（サービス対価 D） 
1,502,820,000 円 ▲136,939,901 円 1,365,880,099 円 

合計 23,864,897,504 円 1,342,701,847 円 25,207,599,351 円 

 

＜参考＞ これまでの契約価額の改定について 

本契約は長期契約による福岡市と事業者との公平なリスク分担等を目的として、需要、物価又

は金利の変動等により契約価額の改定を行うこととしている。 

 

【改定事績】 

改定日 増減額 改定後の契約総額 増減理由 

元議決 － 22,876,209,168 円 － 

令和４年 10 月 11 日 988,688,336 円 23,864,897,504 円 物価変動 
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